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 な衣、食、住のうち住の部分を担当する職種で、皆

さんが極く身近に感じている職業でもあります。

　しかし建設業を営むには、実は色々な制約が存在

しております。現在の建設業というのは、昭和24年

5月24日（法律第100号）に公布され、同年8月20日

より施行された、建設業法（以下法という）という

法律によって規制されております。

　まず、建設業とは、法第２条で『元請け、下請け、

その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設

工事の完成を請負う営業をいう』と定義されており

ます。そして土木工事業（以下工事業を省く）を始

め、建築、電気、舗装、造園、大工、左官等28の業

種が法律によって定められていて、これらの建設業

を営むにはその一つ一つについて許可の取得が必要

となります。

　これを建設業許可といいまして、一つの都道府県

においてのみ営業所を設けて建設業を営む場合は、

当該都道府県知事の許可を必要とし、二つ以上の複

数の都道府県において営業所を設けて建設業を営む

ものは、国土交通大臣の許可が必要となります。

　建設業許可については、許可申請者についての制

約があります。その概略を載せますと、次の事項に

該当するものは、許可申請ができません。

 1）成年被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を

得ないもの

2）未成年者でその法定代理人が一定の欠格要件に

 該当するもの

3）建設業法その他の法律に違反して、その程度が

許可基準に抵触するもの

　また、建設業にはその請負う工事の金額により、

一般建設業と特定建設業の2種類に分けられていて、

それぞれ許可の条件が規定されております。

　まず、一般建設業の許可条件から申しますと、必

ず置かなければならないものに、経営業務の管理責

任者という役職があります。

　これは、営業取引上対外的に責任を有する地位に

あり、経営業務を総食的に管理、執行した経験を有

したものであって、建設業を営む法人（個人は本人）

の役員、またはこれに準ずるもので、許可を受けよ

うとする一つの業種についての経験が5年以上（二

つ以上の業種については7年以上）ある、常勤の役

員（またはこれに準ずるもの）が必要となります。

ただし、これは本拠地の営業所（本社等）に置けば

よく、その他の営業所（支店等）には、一定の欠格

要件に該当しない使用人（支店長等）を置けばよ

いことになっております。

　二つ目に配置しなければならないものに、専らそ

の業務に従事する常勤の専任技術者というのがあり

ます。これは、専門の学科（建築学、土木工学等）

を終了したもので、大学、高専卒で3年以上、高校

卒で5年以上その他で10年以上の、当該業種に関す

る実務経験を有するものが専任技術者になれます。

　なお、1、2級の国家資格（詳細は後記）を有する

もの、または国土交通大臣が認定したものは当然に

専任技術者になれます。

　その他、一般建設業については許可申請時に財産

的基礎として、500万円の金融機関の預金残高証明

書が必要となっております。

　次に、特定建設業の許可基準について申します

と、経常業務の管理責任者については、前述の一般

建設業と同じ条件です。専任技術者の資格について

は、一般建設業の専任技術者の資格の上に、更に請

負代金4,500万円以上の、当該建設工事に関して2年

以上の指導監督的な実務経験を有することか要件と

なります。ただし1級の国家資格者は、そのまま専

任技術者となります。

　この他に、特定建設業の中で施工技術の総合性及

び普及状況等を考慮して、特に重要な業種である土

木工事業（以下工事業を省く）建築、電気、管、鋼

構造物（鉄骨等）、舗装、造園の7業種については、

指定建設業として、選任技術者の資格をより厳しく

要求し、規定しております。即ち、指定建設業にお

いては、専任技術者は1級の国家資格を有している

ものでなければならないことになっております。

　1級というのは、建築士法でいう一級建築士、建

設業法でいう1級の土木施工管理技士（以下、技士

の種類のみ記述）建築、電気、管工事、建設機械、

造園の各施工管理技士、技術士法による技術士、そ

の他国土交通大臣が1級と同等以上の資格ありと認

定したもの（大臣特認）をいいます。

　この他に、特定建設業の許可申請をする場合に

は、資産内容についての制限があり、法人の場合は



直近の決算の確定貸借対照表における資本金2,000

万円以上、自己資本4,000万円以上が必要であり、

また赤字決算の場合は、その欠損比率が自己資本の

20％以上の場合と、流動比率（流動資産と流動負債

との割合）が75％以下の場合には、許可が受けられ

ないことになっております。（個人の場合には

4,000万円以上の銀行預金残高証明が必要）。

　これらは、新規申請時点での規定ですが、建設業

許可は5年で更新されますので、更新時の場合につ

いてもこの規定は適用されることになっております

（ただし法人のみ）。

　さらに、建設工事の請負契約に際して一定金額以

上の下請負契約を締結する場合は、特定建設業の許

可がなければならない、という規定があります（顧

客と直接契約する元請負契約ではない）。これは具

体的にいいますと、建設工事を請負う場合、通常は

いわゆるゼネコンといわれる元請負業者が、顧客か

ら一式請負います。例えば、建築一式工事（木造、

鉄骨、鉄筋コンクリ－ト造住宅等）をゼネコンが請

負った場合、ゼネコンはこの工事に関し、設計図書

に基づき直接的には、総合的な施工管理、品質管

理、安全管理等を行い、ゼネコンの指導監督のも

とに、建物を建てる各種作業を行うのは、いわゆ

る下請業者であります。

　即ち、一件の建築工事においては、少なくとも15

工種（業種）以上の職人が必要になります。そして

これらの工種の全部の職人をゼネコンが、直接雇用

することは到底不可能な事で、そこで下請負人が各

業種ごとに存在することになります。例えば、大工、

左官、とび土工、鉄骨、屋根、塗装等その建築工事

に必要な業種について、ゼネコンは下請負人と下請

負契約を締結して、当該工事の完成を目指すことに

なります（建築以外の工事についても同様）。

　この個々の下請負業者（ただし、一次下請けに限

ります）と交わした、下請負契約（外注費）の金額

の合計が、建築一式工事においては4,500万円以上、

その他の工事においては3,000万円以上となる場合

には、特定建設業許可が必要となります。従って一

般建設業の下請負契約（外注費）の金額は、その

許可条件からいって建築一式工事においては4,500

万円未満、その他の工事においては　3,000万円未

満が上限ということになります。

　ところで、建設工事を受注する場合、必ず建設業

許可が必要かというと、実は一定の請負金額、また

はその工事の規模によっては、許可を必要としな

い場合があります。それは、建築一式工事におい

ては、請負代金が1,500万円未満または、延べ面積

か150平方米未満の木造住宅工事、その他の工事に

あっては500万円未満の工事は、建設業の許可が不

要となります。

　ここで、私ども建設業者の建設市場にとって、重

要なウエイトを占めております公共工事について、

若干触れさせて頂きますと、まず公共工事の競争（

指名）入札に参加するには、その前提として毎年決

算終了後に、法人（個人）の決算内容（自己資本、

利益率、流動比率等）工事実績、安全管理状況、従

業員数、技術者数、営業年数等について、知事又は

大臣の審査を受けなければなりません。これを経営

事項の審査といいます。この審査の結果により、各

審査申請の業種ごとに点数（評点）がつけられ、そ

の点数の多寡によって工事業種ごとにランクづけさ

れ、ランク毎に入札に参加する工事の金額が決めら

れます。従って、経営審査の点数の高い業者ほど経

営内容の良い業者であり、より大型で高額の工事の

受注が見込まれることになります。

　以上、建設業の特色と題して述べて参りました

が、この業種ははた目で見るより相当複雑で、厳

しい規制があるわけですが、建設業というのは、建

設工事の受注に際して、商慣習として工事着手前の

契約の時点で、前渡金として相当高額のお金（30％

前後）をお客様からお預かりする訳ですから、勢い

それに携わる建設業者に対して、より厳しい規制を

課すのは当然の事かもしれません。

　ともあれ、拙論でしたがご理解頂けましたら幸甚

に存じます。

 

―4―





―2―

　いた私どものお仲間プロバスクラブの皆さま、生涯学習サロンに参加された市民の皆さま、本当によくい

　らっしゃいました｡　厚くお礼申し上げます。

　　先程大野会長がお話し致しましたプロバス生涯学習サロンは、私ども八王子プロバスクラブが設立当初

　から取組んで参った社会貢献活動でありますが、皆さまのご支援を得て、昨今では地域社会から認知され

　るまでに成長しております。本年2月～5月に実施したサロンは第9回目ですが、積み重ねて来たサロンの

　テーマについてお話したいと思います。

　　1番多い分野は所謂「歴史」に属するものです。八王子は古い町で万葉集にもその古名が載っておりま

　すし、また近世幕末には新撰組の土方歳三がこの地で活躍するなど数々の挿話に満ちています。それ故に

　郷土史や古代史は恰好のテーマであり、また最近のアジアの動勢から現代史に係わるテーマも面白い題材

　となります。これらについて私どもの会員がお話を担当し、サロンを進めております。

　　次に多い分野は「音楽・映画」で、主に映像を中心に懐かしい曲を聴くなど大変楽しいもので、毎回多

　くの方が参加されております。また、昨今大きな話題となっている「医療・健康」分野も大きな比重を占

　め、これまた楽しい「美術」の話や我々は如何に生きるべきかなどの「人生」の話、「自然」や「趣味」

　に関する話など多くのテーマを取り上げてあります。

　　幸い過去のサロンは毎回定員一杯のお申込みを頂いており来春も第10回目を挙行すべく現在既に準備を

　進めております。私どもはこのサロンを中心に今後も「社会貢献」の実をあげて参る所存であります。本

　日実施した陸上自衛隊によるコンサートもその一環であり、お蔭さまで会場の市民ホールも満席で私ども

　への評価も高まったものと確信している次第です。　理念の実現に向かって精進を統めて参りますので、

　今後とも皆さまのご指導ご鞭撻を心からお願い申し上げます。

　来賓挨拶
　・東京八王子南ロータリークラブ（10周年記念事業実行委員長）　　杉山　友一氏

　　市民会館を満席にしての素晴らしい演奏会でした。フルバンドでのプロバス賛歌演奏は大変良い記念に

　なりました。大野会長、平原実行委員長の挨拶にもありましたが、歴史と伝統を育んできた10年でした。

　南ロータリークラブの10周年記念事業として八王子にもプロバスクラブを作ろうと同士ともども声を上げ

　協力して、現在の八王子プロバスクラブを設立したことを大変喜んでいます。日本一のプロバスクラブと

　して発展していただけたらと願っています。 

　・八王子市市長　　黒須　隆一氏　

　　5年前のクラブ創立5周年のつどいにも伺い、八王子には素晴らしい経験や知識を有する先輩がおられる

　ということを知りました。プロバスクラブは社会貢献に尽力されておられますが、その知恵、功績を活用

　させていただいて八王子市のまちづくりにもご協力をお願いしたい。本日は各地のプロバスクラブの来賓

　の方が遠方よりご出席ありがとうございます。市を代表する立場で心から歓迎を申し上げます。       

　・国際ロータリー第２７５０地区　多摩南グループ　ガバナー補佐　　坂本　俊雄氏

　　市民会館での演奏も素晴らしかったが、あの広い会場を観客で一杯に埋めたことを感動し、老人パワー

　を感じました。プロバスクラブ設立当時の苦労話を聞き、今後も皆様と話し合う機会を持ちプロバスクラ

　ブ発展のため協力していきたい。

　・全日本プロバス協議会会長　　中村　健氏

　　プロバスクラブ設立時、その後の活躍の内容に触れることが出来、大変感動しました。会長挨拶にもあ

　りましたが、クラブとしてのしっかりしたコンセプトを持ち、それを確実に市民のため実行している姿は

　素晴らしい。私は外国でもプロバスクラブの活動について議論したが、すべて曖昧ではっきりしないまま

　今日まで来ました。本日八王子の話を聞きそれが晴れました。八王子プロバスクラブの活動ぶりを参考に

　して、これから努力していきたい。

　レセプション・パーティー
　　会場を変え、立川冨美代副委員長の司会で、石川和昭八王子市教育長のご挨拶の後、プロバスクラブ設

　立時会長だった東京八王子南ロータリークラブ増田禎司氏の音頭で一同乾杯した。アトラクションとして

　オーチョ・フラメンカによるフラメンコ（写真） GuSH (ガッシュ）によるジャズ演奏などがあった。

３　創立１０周年記念に思う
　・東京八王子プロバスクラブ創立１０周年の事業いろいろ　　　立川　冨美代　　

　　クラブの皆様には大変ご苦労様でした。波状攻撃のような事業の展開に皆様を振り回しました。式典な

　どは時々ありますので、皆様は慣れておられるのですが、演奏会を開催して、お客様を市民会館にイッパ

　イにする事などは、殆んど経験のないことではなかったでしょうね。きっと不安と期待とが入り混じった
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上：陸上自衛隊東部方面音楽隊

　　　のステージ

左：平原実行委員長が

　　プロバスクラブについて説明

左下：プロバス賛歌演奏

右下：会場（１階）風景

創立１０周年記念演奏会から
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記念式典とレセプション・パーティーから

左：東京八王子プロバスクラブ

　　大野聖二会長の式典挨拶

下：東京八王子南ロータリークラブ

　　　杉山友一氏の挨拶

来賓挨拶

左上：八王子市長　黒須隆一氏

上左：国際ＲＣ第２７５０地区多摩南ＲＣ　ガバナー補佐　坂本俊雄氏

上右：全日本プロバス協議会会長　中村　健氏

右上：式典会場、左：乾杯　東京八王子南ＲＣ　増田禎司氏

下：　アトラクション



　ったがスタッフの協働でそれらしいものが作成できた。目玉はクラブ創設に際しご尽力頂いた南RC酢屋善元氏

　と会長経験者による座談会。予算も乏しく編纂委員による手作りという体験を経て、クラブ創設時の背景や設

　立準備委員会の経緯が判り、設立後のクラブ運営の経過や問題点に及ぶその内容は、当クラブの歴史を探る貴

　重な資料となっている。　

　　１０周年誌はある会員の意見開陳による「誰のための記念誌」が基本テーマとなり会員自身に夫々主役を務

　めて貰った。担当セクションの尽力の結果電子化された過去の資料の保持があり、その活用を図ったが結果と

　して技術的な面での課題を残してしまった。独断と偏見から全会員に無理難題をつきつけて実現した会員紹介

　欄の小文集は、会員各位の個性が具現していて今回の目玉になったと自負している。９月例会で「これが目玉」と

　吹聴し、会員自身に第３回目校正を依頼したが、今迄２回の校正作業は何のためと思われる程の大量の校正が発生

　した。口は禍の因、その処理に往生しつつも人間性の本質を垣間見た思いが残ったのだが、今は楽しい想い出

　となっている。また、５年間という歳月の経過は大きかった。５年前は何でもなかった作業も、今回は根気が

　続かず、記憶力も減退し、同じ個所を何度も読み返すなど能率も上がらず、能力の限界からこれが最後のご奉

　公と思った次第である。

　　10年先の記念誌には、従来以上に歴史の重みが加わってくると予測される。使用する膨大な資料に整合性が

　なければ、それを加工し纏めるスタッフのみが苦労すること必定。記録の作成保持に当たっては、試行錯誤の

　上定着した過去の遺産を徒らに無視し、その場限りのキラメキや思いつきに頼るのでなく、過去のデータを分

　析検討した上で方向性を見出すことが肝要と思料する。１０周年記念式典で当クラブに寄せられた多大の評価

　と期待に報いるには更なる研鑽を加えつつ新たな目標に向かってスタートを切らねばならない。「プロバスは

　組織」と命題を提起しバトンタッチしたい。

　・武士（もののふ）の夢をまどろみつつ　　　下山　邦夫

　　陸自演奏会の録音ＣＤを聴きましたか。素晴らしい録音で当日の音と感動が甦ります。市民会館での公開の

　演奏会が出来た事、そしてそれを為したプロバスクラブの誇りをしみじみ思い起こします。私は担当者でした

　がこんな事は現役の時でもやったことはありません。立川さん大高さん松尾さん方が合唱団の関係で経験がお

　ありなので、教えられたとおりやればよい、いざとなればプロバスクラブの会員諸兄がいるではないかと思っ

　て引き受けました。事実その通りで会場や広報の準備などすべて立川さん等のご指導と皆さんのご協力の賜物

　で狙い通りほぼ満席の公開演奏となり、市民の皆さんに良い贈り物が出来、プロバスクラブのプレスティジを

　立派に高める事が出来ました。式典やレセプションを担当した方の招待客への並々ならぬ準備を尊敬の念をも

　って伺っていましたが、おたがいに準備してきた事が報われたと共に祝いたい心境です。まさに戦いを終わっ

　て、もののふの夢をまどろみつつ一休みの心境でしょうか。その夢間にあのマーチが快く甦ってくれるでしょ

　う。

　・１０周年記念事業達成に当たって　5周年からの5年　　　　　　鶴田　金通

　　入会が平成12年12月、すぐ翌年の２月から生涯学習サロン、創立５周年の行事が挙行された。知力と品性を

　持ち合わせた人の集まりは、今迄の会社人間から、別世界に入った感じで強烈なインパクトを受けた。私のよ

　うな者がこんなところ（良い意味でのこんなところ）に入って良かったのだろうか疑問を抱きながら、来る日

　来る日の例会に臨んだものだ。こんな心境を変えさせたのが、クラブの同好会であり、酒で語りつくした二次

　会が、その人の味も理解出来、心がとても楽になり少しはゆとりをもって参加出来る様になった。今は肩書き

　も名刺も無いいろいろな経歴の持ち主の方とお付き合いさせて戴き開放感に浸っている。

　　その間、生涯学習サロンの窓口である地域奉仕委員会にも所属し、プロバスクラブの理念とするところをタ

　ッチさせて戴き、今回の10周年記念事業には式典等担当の委員を命ぜられ、自分の身の丈より大きな役割を背

　負う事になった。度重なる会合も、方針が明確にタイミングよく伝達された為、大変動きやすく動けば動く

　程、クリティカルパスを管理する中で、いろんなデザインを描くことが出来た。随時会員の皆様のご支援を戴

　き一人ひとりの協力が大きなベクトルとなり記念すべきその日を迎えることが出来た。当日も全会員が役割を

　担い何のトラブルも無く全てのお客様が無事故無災害で家路に着かれた事に責務を遂行出来、ご出席戴いた

　皆様から好評を賜り全会員心休まるものがあった。一つの事業を成し遂げるにはどんなに大変な事なのか、創

　立５周年記念事業に携わった方々の事も重ねて脳裏を駆け巡りました。全会員共通の達成感があり、プロバス

　クラブの真髄である地域社会への奉仕に対する理念にも少しは市民権が得られたようで、私も八王子を我が町

　と呼べるような気がする。
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記念式典とレセプション・パーティーから

左：東京八王子プロバスクラブ

　　大野聖二会長の式典挨拶

下：東京八王子南ロータリークラブ

　　　杉山友一氏の挨拶

来賓挨拶

左上：八王子市長　黒須隆一氏

上左：国際ＲＣ第２７５０地区多摩南ＲＣ　ガバナー補佐　坂本俊雄氏

上右：　全日本プロバス協議会会長　中村　健氏）

右上：式典会場、左：乾杯　東京八王子南ＲＣ　増田禎司氏

下：　アトラクション

　・大成功だった10 周年記念事業　　　下田　泰造

　　天気予報は 1 日中雨と報じられていたが、プロバス会員の日頃の行いの良さが 天に通じたのか、心配してい

　た 天気も記念事業終了まで 雨も降らず、 演奏会や式典、レセプション・パーティーも、 大勢のお客様にご来

　場頂き盛大に開催された。

　　評価の高い陸上自衛隊東部方面音楽隊の演奏は、あの1800 人はいる市民会館を 埋め尽くした大観衆を捻ら

　せ、まさに 1 0 周年事業に相応しい企画であった。 曲目もバラェティ一に富んだ内容で、聴衆をどんどん引き

　つけて行く演奏に目頭が熱くなったのは私一人ではなかったと思う。

　　この10 周年記念事業は、会員一人ひとりが べクトルを合わせ協力しあい、あのすばらしかった演秦会の音の

　ように、大きな成果が得られたのだと思う。

　・プロバスクラブ万歳   　濱野　幸雄

  　平成７年10月８日産声を上げた当クラブも今年10周年を迎えた。御同慶の至りである。私は初代会員委員長

　として会員の増強を任された。数は勿論だが、同時に質も重視して私たちの活動が認められ、ステイタスが高

　まれば、自ずから会員は集まると自惚れていた。　３期目に幹事として会の運営に携わった。会の運営は相応

　の会費で充実した内容の活動を求められ、当時未成熟であった学習サロンの予算管理に苦労した思い出がある。７

　期目は地域奉仕委員長として、サロンの企画・実行に関わった。有能な仲間に支えられて、充実した時を過ご

　すことが出来た。10年目は及ばずながら会長を補佐する役を仰せつかり、10周年記念のドサクサでなんの役に

　も立っていないと反省している。いずれにせよ、私にとってプロバスは、退職後38年ぶりに戻った八王子に馴

　染む為の近道であった。いろいろなことを経験し、交友の幅も拡がり、身体を動かすこと以外に無趣味の私に

　とって、精神面の活力を得る場となっている。まさにプロバス万歳である。

　・歴史をふりかえり　　　塩澤 迪夫

　　市内の青少年団体会長をしていた当時、南ロータリークラブ青少年健全育成事業で支援をいただき、 市内全

　地域の子供サッカー教室を7 年 3 月に開催しプロバスクラブの 構想を知った。翌年 2 月、東京八王子南ロータ

　リークラブ10周年式典の壇上で高価な優勝カップの贈呈があり、そこに大野会長や立川元会長他多数の知人が

　メンバーとして出席しており誘いを受けたのが第一歩でした。

　　14 年７月から研修委員長を担当しましたが、還暦はすぎたとはいえ、現職の企業役員と前述の会長職でもあ

　り、 出席率が悪く大変迷惑をかけました。当時同好会増設を呼びかけクリエイトホールでの茶会席と富士美術

　館めぐりから今日のお茶の会が発足した。11 月には、八王子城と小田原城のルーツをさぐる野外研修も

　あった。理解あるメンバーと、 すばらしいプロバスを誇りに思う。

　・10周年に携って　　　八木　啓充

　　入会して日も浅く、会の活動にもあまり馴染んでいない小生にとって、今回10周年事業に携わることが出来

　た事は大変な幸運といえます。10数回に亘った実行委員会で諸先輩に混じり議論し、作業し、行動する機会を

　得て、プロバスクラブの10年の歴史の一端に触れ得た思いがあります。日本各地のプロバスクラブとの交流、

　各ロータリークラブとのネットワーク、また来場者との関わり、このような人脈は諸先輩の多面的な活動の成

　果であります。

　　演奏会、式典、レセプション・パーティーの構成一つとっても、10年の歴史・経験と新しい発想が旨く調和

　して構築されています。このような大きな行事は5年に一度しか経験できない貴重な機会です。

　　この経験の基に、新たな実績と歴史を創り上げる責任を感じると共に、次なる15周年に向けスタートが今切

　られたことを実感しているこの頃です。

　・素敵な演奏に感激　　岩岡　茂之

　　10月15日午後約２時間、吹奏楽の流れに身を置いて、「倖せなひととき」を過ごすことが出来た。訓練の成

　果を遺憾なく発揮した音質、音量、音速の統一された演奏には、良い音が身体を包み、特に私の好きな「いそ

　しぎ」がテナー・サックスより流れたときは、ジャズコンサートの会場に近い雰囲気を感じ嬉しかった。

　　後半に演奏されたそれぞれの行進曲も、その特質である強－弱－強の構成が見事に表現され、最後には殆ど

　耳にしなくなった「軍艦マーチ」を懐かしく思い出深く聴くことが出来た。陸上自衛隊東部方面音楽隊の皆さ

　ん、「素敵な演奏、ありがとうございました」。
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